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諫早市優秀工事及び優秀現場技術者表彰事務取扱 基準  

 

平 成 23 年 4 月 21 日  23 諫 契 第   10 号  

一 部 改 正  平 成 28 年 3 月 31 日  27 諫 契 第 222 号  

一 部 改 正  令 和 4 年 3 月 31 日  3 諫 契 第 737 号  

一 部 改 正  令 和 6 年 3 月 31 日  5 諫 契 第 765 号  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 基 準 は 、 市 が 発 注 し た 工 事 に 係 る 優 秀 工 事 及 び 優 秀 現

場 技 術 者 を 表 彰 す る こ と に よ り 、 建 設 技 術 及 び 現 場 技 術 者 の 資 質

の 向 上 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 表 彰 の 種 類 ）  

第 ２ 条  表 彰 は 、 優 秀 工 事 表 彰 及 び 優 秀 現 場 技 術 者 表 彰 と す る 。  

２  前 項 の 表 彰 は 、 土 木 一 式 工 事 部 門 、 建 築 一 式 工 事 部 門 及 び そ の

他 専 門 工 事 部 門 の 部 門 ご と に 行 う 。  

（ 対 象 工 事 ）  

第 ３ 条  優 秀 工 事 表 彰 及 び 優 秀 現 場 技 術 者 表 彰 の 対 象 と す る 工 事 は 、

市 が 発 注 し た 工 事 の う ち 、請 負 代 金 額 が １ ３ ０ 万 円 以 上 で あ っ て 、

か つ 、前 年 度 に 完 成 検 査 を 完 了 し た 工 事（ 以 下「 前 年 度 完 成 工 事 」

と い う 。） と す る 。  

（ 優 秀 工 事 表 彰 基 準 ）  

第 ４ 条  優 秀 工 事 表 彰 は 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 工 事 に 対

し て 行 う 。 た だ し 、 そ の 工 事 の 施 工 業 者 が 施 工 し た 前 年 度 完 成 工

事 に つ い て 、諫 早 市 建 設 工 事 検 査 規 程（ 平 成 １ ７ 年 訓 令 第 １ ６ 号 ）

第 ８ 条 の 工 事 成 績 評 定 書 に よ り 評 定 し た 工 事 成 績 （ 以 下 「 工 事 成

績 」と い う 。）が ６ ５ 点 未 満 の も の が あ る 場 合 に は 、表 彰 の 対 象 と

し な い 。  

 (1) 工 事 成 績 が ７ ５ 点 以 上 で あ る 工 事  

 (2) 工 事 成 績 が 各 部 門 の 上 位 か ら １ ０ 位 以 内 で あ る 工 事  

 (3) 施 工 及 び 現 場 管 理 等 に お い て 、次 の い ず れ か に 該 当 す る 工 事  
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ア  施 工 計 画 、 品 質 、 出 来 形 管 理 等 の 施 工 技 術 が 優 秀 で 出 来栄

え も 良 く 、 他 の 工 事 の 模 範 と な る 工 事  

  イ  安 全 管 理 、 現 場 管 理 、 労 務 管 理 等 が 特 に 優 秀 で 、 他 の 工 事

の 模 範 と な る 工 事  

  ウ  工 事 施 工 に 係 る 工 期 、 施 工 条 件 等 の 困 難 性 を 克 服 し 、 工 事

の 遂 行 に 努 力 し 、 か つ 、 出 来 栄 え も 良 好 な 工 事  

  エ  新 し い 施 工 技 術 を 導 入 し 、 今 後 の 施 工 技 術 の 研 究 及 び 向 上

へ の 貢 献 度 が 期 待 さ れ る 工 事  

  オ  施 工 、 品 質 、 安 全 衛 生 、 施 工 管 理 等 に お い て 、 創 意 工 夫 に

努 め た 工 事  

  カ  地 元 と の 調 整 に お い て 、 積 極 的 か つ 協 調 的 で 、 円 滑 な 工 事

の 遂 行 に 努 力 し た 工 事  

  キ  施 工 、 現 場 管 理 に お い て 、 建 設 リ サ イ ク ル へ の 取 組 み 、 環

境 物 品 等 の 調 達 、 地 元 資 材 及 び 市 内 取 引 業 者 の 優 先 使 用 、 下

請 契 約 の 相 手 方 と し て 市 内 に 本 店 を 有 す る 者 の 優 先 活 用 に積

極 的 に 取 り 組 ん だ 工 事  

  ク  そ の 他 表 彰 す る に 値 す る 工 事  

（ 優 秀 現 場 技 術 者 表 彰 基 準 ）  

第 ５ 条  優 秀 現 場 技 術 者 表 彰 は 、 優 秀 工 事 表 彰 の 対 象 と し て 推 薦 さ

れ た 工 事 の 現 場 代 理 人 、 主 任 技 術 者 又 は 監 理 技 術 者 （ 以 下 「 現 場

技 術 者 」と す る 。）を 対 象 と し 、次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 現

場 技 術 者 に 対 し て 行 う 。 た だ し 、 そ の 現 場 技 術 者 が 工 事 現 場 で 運

営 及 び 取 締 り 等 を 行 っ た 前 年 度 完 成 工 事 に つ い て 、 工 事 成 績 が ６

５ 点 未 満 の も の が あ る 場 合 に は 、 表 彰 の 対 象 と し な い 。  

 (1) 工 事 成 績 が ７ ５ 点 以 上 で あ る 工 事 に 係 る 現 場 技 術 者  

 (2) 工 事 成 績 が 上 位 か ら １ ０ 位 以 内 で あ る 工 事 に 係 る 現 場 技 術

者  

 (3) 工 事 の 適 正 な 施 工 を 確 保 す る た め 、工 事 現 場 で そ の 運 営・取

締 り を 行 う ほ か 、 工 事 の 施 工 及 び 契 約 関 係 事 務 に 関 す る 一 切の

処 理 を 適 切 に 行 っ た 現 場 技 術 者 で 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者  
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  ア  工 事 全 体 を 把 握 し 、 統 率 力 が あ り 、 チ ー ム ワ ー ク が 極 め て

良 く 、 管 理 能 力 が 優 秀 で あ っ た 現 場 技 術 者  

イ  地 元 、 そ の 他 第 三 者 か ら の 苦 情 に 対 応 し 、 調 整 を 適 切 にし

た 現 場 技 術 者  

ウ  人 格 に 優 れ 、 工 事 施 工 に 際 し 良 心 的 で 熱 意 が あ っ た 現 場技

術 者  

エ  継 続 学 習 等 を 行 い 、 積 極 的 に 技 術 研 鑽 に 取 り 組 み 、 そ の成

果 を 現 場 に 生 か し た 現 場 技 術 者  

  オ  そ の 他 表 彰 す る に 値 す る 現 場 技 術 者  

 （ 欠 格 条 項 ）  

第 ６ 条  表 彰 基 準 に 該 当 す る 工 事 を 施 工 し た 施 工 業 者 又 は 表 彰 基 準

に 該 当 す る 現 場 技 術 者 が 所 属 す る 施 工 業 者 が 、 次 の 各 号 の い ず れ

か に 該 当 す る と き は 、 表 彰 は 行 わ な い 。  

 (1) 表 彰 を 受 け る 日 の 属 す る 年 度 又 は そ の 前 年 度 に お い て 、建 設

業 法（ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ）、私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公 正 取

引 の 確 保 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ５ ４ 号 ） そ の 他 の法

令 に 違 反 し 、行 政 処 分 又 は そ れ に 準 ず る 行 政 指 導 を 受 け た と き 。 

 (2) 表 彰 を 受 け る 日 の 属 す る 年 度 又 は そ の 前 年 度 に お い て 、諫 早

市 入 札 参 加 資 格 者 指 名 停 止 措 置 要 領 （ 平 成 １ ９ 年 庁 達 第 ２ 号）

に よ り 本 市 の 指 名 停 止 を 受 け た と き 。  

 (3) 表 彰 に 係 る 工 事 に お い て 工 期 中 に 事 故 を 起 こ し た と き 又 は

他 の 工 事 に お い て 表 彰 を 受 け る 日 の 属 す る 年 度 又 は そ の 前 年度

に 事 故 を 起 こ し た と き 。  

（ 表 彰 の 方 法 ）  

第 ７ 条  表 彰 は 、 市 長 が 表 彰 状 を 授 与 し て 行 う 。  

（ 表 彰 候 補 の 推 薦 ）  

第 ８ 条  表 彰 候 補 の 推 薦 は 、 前 年 度 完 成 工 事 の う ち 、 当 該 工 事 を 主

管 す る 課 長 （ 以 下 「 工 事 主 管 課 長 」 と い う 。） が 行 う も の と す る 。 

２  優 秀 現 場 技 術 者 表 彰 の 推 薦 は 、 優 秀 工 事 表 彰 と し て 推 薦 す る 工

事 の 現 場 技 術 者 の み を 対 象 と し 、 優 秀 工 事 表 彰 と 合 わ せ て 推 薦 を



  4 

行 わ な け れ ば な ら な い 。  

３  工 事 主 管 課 長 は 、 次 条 の 規 定 に よ り 設 置 す る 諫 早 市 優 秀 工 事 等

表 彰 選 考 委 員 会（ 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。）の 委 員 長 が 指 定 す る

日 ま で に 、 優 秀 工 事 表 彰 推 薦 書 （ 様 式 第 １ 号 ） 又 は 優 秀 現 場 技 術

者 表 彰 推 薦 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） を 企 画 財 務 部 契 約 管 財 課 長 に 提 出 す

る も の と す る 。  

４  企 画 財 務 部 契 約 管 財 課 長 は 、前 項 の 推 薦 書 を 取 り ま と め の う え 、

諫 早 市 優 秀 工 事 等 表 彰 選 考 委 員 会 に 付 議 す る も の と す る 。  

５  諫 早 市 優 秀 工 事 等 表 彰 選 考 委 員 会 の 審 議 の 中 で そ の 他 表 彰 対 象

工 事 と 認 め ら れ た も の は 、 表 彰 す る も の と す る 。  

（ 選 考 委 員 会 の 設 置 ）  

第 ９ 条  優 秀 工 事 又 は 優 秀 現 場 技 術 者 の 表 彰 に 関 す る 事 項 に つ い て

審 議 し 、 調 整 を 図 る た め 、 諫 早 市 優 秀 工 事 等 表 彰 選 考 委 員 会 （ 以

下 「 選 考 委 員 会 」 と い う 。） を 置 く 。  

（ 審 議 事 項 ）  

第 １ ０ 条  選 考 委 員 会 は 、 次 の 事 項 に つ い て 審 議 す る 。  

 (1) 優 秀 工 事 表 彰 及 び 優 秀 現 場 技 術 者 表 彰 の 被 表 彰 者 の 選 考 に

関 す る こ と 。  

 (2) こ の 基 準 に 関 す る こ と 。  

 (3) そ の 他 優 秀 工 事 表 彰 及 び 優 秀 現 場 技 術 者 表 彰 に 関 し 必 要 な

事 項  

（ 組 織 ）  

第 １ １ 条  選 考 委 員 会 は 、 委 員 長 及 び 委 員 を も っ て 組 織 す る 。  

２  委 員 長 は 副 市 長 と す る 。  

３  委 員 は 、 総 務 部 長 、 企 画 財 務 部 長 、 農 林 水 産 部 長 、 経 済 交 流 部

長 、 建 設 部 長 、 上 下 水 道 局 次 長 、 教 育 次 長 及 び 企 画 財 務 部 検 査 担

当 を も っ て 充 て る 。  

（ 委 員 長 の 職 務 ）  

第 １ ２ 条  委 員 長 は 、 委 員 会 を 招 集 し 、 会 務 を 総 理 す る 。  

２  委 員 長 に 事 故 あ る と き は 、 委 員 長 が あ ら か じ め 指 名 し た 委 員 が
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そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

（ 会 議 ）  

第 １ ４ 条  会 議 は 、 委 員 の 半 数 以 上 が 出 席 し な け れ ば 、 こ れ を 開 く

こ と が で き な い 。  

２  委 員 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 に は 、 工 事 主 管 課 長 等 に 会

議 へ の 出 席 を 求 め 、 又 は 推 薦 書 等 の 内 容 に つ い て 説 明 を 求 め る こ

と が で き る 。  

（ 庶 務 ）  

第 １ ４ 条  委 員 会 の 庶 務 は 、 企 画 財 務 部 契 約 管 財 課 に お い て 処 理 す

る 。  

（ 補 則 ）  

第 １ ５ 条  こ の 基 準 に 定 め る も の の ほ か 、 委 員 会 の 運 営 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 基 準 は 、 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 ２ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 基 準 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 基 準 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 基 準 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


